
〔保険外併用療養費(選定療養)に関する事項〕 

1、特別の療養環境の提供 

      当院の有料室は 1 日につき下記の通りです。（税込） 

   【１病棟】 

部          屋 病床数 金  額 

１０１･１０２･１０３･１０５･１０７･１０８･１１０号室 1 床 ２，５００円 

１１３･１１５･１１６号室 1 床 １，４００円 

１０６･１１１号室 2 床 １，４００円 

１１７･１１８･１２０･１２１号室 3 床 ８５０円 

   【２病棟】 

部          屋 病床数 金  額 

２０１･２０２号室 1 床 １，４００円 

２０３･２０５･２０６号室 2 床 ８５０円 

２１３･２２３･２２５号室 2 床 １，４００円 

２０７号室 4 床 ８５０円 

   【３病棟】 

部          屋 病床数 金  額 

３０１･３０２･３１０･３１１･３１２･３１３･３５０･３５５号室 1 床 ２，２００円 

３０５号室 2 床 １，１００円 

 

 

2、医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療 

      当院では、患者様の同意を得て、規定する回数を超えてリハビリテーションを実施する場合、 

      １単位あたり、下記のとおりお支払い頂いております。（税込） 

項          目 一  般 
要介護被保険者 

（入院のみ） 

脳血管疾患等リハビリテーションⅠ ２，４５０円 １，４７０円 

廃用症候群リハビリテーションⅠ １，８００円 １，０８０円 

運動器リハビリテーションⅠ １，８５０円 １，１１０円 

 

 

3、長期収載品の処方等又は調剤 

後期医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発

医薬品と後発医薬品の薬価の差額の 4 分の 1 相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担

と合わせてお支払い頂きます。 
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